
 

 

第７章 道徳教育 

 

１ 高等学校における道徳教育 

学校における道徳教育は，人間としての在 

り方生き方に関する教育を学校の教育活動全

体を通じて行うことによりその充実を図るも

のとし，各教科に属する科目（以下「各教科・

科目」という。），総合的な探究の時間及び特別

活動（以下「各教科・科目等」という。）のそ

れぞれの特質に応じて，適切な指導を行うこ

と。 

道徳教育は人格形成の根幹に関わるもの

であり、同時に、民主的な国家・社会の持続

的発展を根底で支えるものでもあることに鑑

みると、生徒の生活全体に関わるものであり、

学校で行われる全ての教育活動に関わるもの

である。 

各教科、総合的な探究の時間及び特別活動

にはそれぞれ固有の目標や特質があり、それ

らを重視しつつ教育活動が行われるが、それ

と同時にその全てが教育基本法第１条に規定

する「人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者として必要な資質を備

えた心身ともに健康な国民の育成」を目的と

している。したがって、それぞれの教育活動

においても、その特質を生かし、生徒の一般

的な発達の段階や個々人の特性等を適切に考

慮しつつ、人格形成の根幹であると同時に、

民主的な国家・社会の持続的発展を根底で支

える道徳教育の役割をも担うことになる。  

道徳教育は、豊かな心をもち、人間として

の在り方生き方の自覚を促し、道徳性を育成

することをねらいとする教育活動であり、社

会の変化に主体的に対応して生きていくこと

ができる人間を育成する上で重要な役割を

もっている。今日の家庭や学校及び地域社会

における道徳教育の現状や生徒の実態などか

らみて、更に充実を図ることが強く要請され

ている。  

高等学校における道徳教育は、人間として

の在り方生き方に関する教育の中で、小・中

学校における「特別の教科である道徳」（以下

「道徳科」という。）の学習等を通じた道徳的

諸価値の理解を基にしながら、自分自身に固

有の選択基準・判断基準を形成していく。こ

れらは様々な体験や思索の機会を通して自ら

の考えを深めることにより形成されてくるも

のであり、人間としての在り方生き方に関す

る教育においては、教師の一方的な押しつけ

や先哲の思想の紹介にとどまることのないよ

う留意し、生徒が自ら考え、自覚を深める学

習とすることが重要である。  

高等学校においては、生徒の発達の段階に

対応した指導の工夫が求められることや小・

中学校と異なり道徳科が設けられていないこ

とからも、学校の教育活動全体を通じて行う

道徳教育の指導のための配慮が特に必要であ

る。このため、高等学校における道徳教育の

考え方として示されているのが、人間として

の在り方生き方に関する教育であり、公民科

の「公共」及び「倫理」並びに特別活動を中

核的な指導場面として各教科・科目等の特質

に応じ学校の教育活動全体を通じて、生徒が

人間としての在り方生き方を主体的に探求し

豊かな自己形成ができるよう、適切な指導を

行うものとしている。公民科の「公共」及び

「倫理」並びに特別活動は、それぞれの目標

に「人間としての在り方生き方」を掲げてい

る。小・中学校においては、「自分自身」、「人

との関わり」、「集団や社会との関わり」、「生

命や自然、崇高なものとの関わり」の四つの

視点から示されている内容について、道徳科

を要として学校の教育活動全体を通じて道徳

教育を行うこととされているが、小・中学校

における道徳教育も踏まえつつ、生徒の発達

の段階にふさわしい高等学校における道徳教

育を行うことが大切である。 
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２ 道徳教育の目標 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に

定められた教育の根本精神に基づき，生徒が

自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員

としての自覚に基づき行為しうる発達の段階

にあることを考慮し，人間としての在り方生

き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立

した人間として他者と共によりよく生きるた

めの基盤となる道徳性を養うことを目標とす

ること。 

学校における道徳教育は、生徒がよりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことを

目標としており、生徒一人一人が将来に対す

る夢や希望、自らの人生や未来を切り拓いて

いく力を育む源となるものでなければならな

い。 

 

３ 道徳教育を進めるに当たっての留 

意事項 

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重

の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，

その他社会における具体的な生活の中に生か

し，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，そ

れらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性

豊かな文化の創造を図るとともに，平和で民

主的な国家及び社会の形成者として，公共の

精神を尊び，社会及び国家の発展に努め，他国

を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保

全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の

育成に資することとなるよう特に留意するこ

と。 

 

(1) 人間尊重の精神と生命に対する畏敬

の念を家庭、学校、その他社会における

具体的な生活の中に生かす 

人間尊重の精神は、生命の尊重、人格

の尊重、基本的人権、人間愛などの根底

を貫く精神である。日本国憲法に述べら

れている「基本的人権」や、教育基本法

に述べられている「人格の完成」、更に

は、国際連合教育科学文化機関憲章（ユ

ネスコ憲章）にいう「人間の尊厳」の精

神も根本において共通するものである。 

民主的な社会においては、人格の尊重

は、自己の人格のみではなく、他の人々

の人格をも尊重することであり、また、

権利の尊重は、自他の権利の主張を認め

るとともに、権利の尊重を自己に課する

という意味で、互いに義務と責任を果た

すことを求めるものである。具体的な人

間関係の中で道徳性を養い、それによっ

て人格形成を図るという趣旨に基づい

て、「人間尊重の精神」という言葉を使っ

ている。 

生命に対する畏敬の念は、生命のかけ

がえのなさに気付き、生命あるものを慈

しみ、畏れ、敬い、尊ぶことを意味する。

このことにより人間は、生命の尊さや生

きることのすばらしさの自覚を深める

ことができる。生命に対する畏敬の念に

根ざした人間尊重の精神を培うことに

よって、人間の生命があらゆる生命との

関係や調和の中で存在し生かされてい

ることを自覚できる。更に、生命あるも

の全てに対する感謝の心や思いやりの

心を育み、より深く自己を見つめながら、

人間としての在り方や生き方の自覚を

深めていくことができる。これは、生徒

の自殺やいじめに関わる問題、環境問題

などを考える上でも、常に根本において

重視すべき事柄である。 

道徳教育は、この人間尊重の精神と生

命に対する畏敬の念を生徒自らが培い、

それらを家庭での日常生活、学校での学

習や生活及び地域での活動、行事への参

画などの具体的な機会において生かす
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ことができるようにしなければならな

い。 

 

(2) 豊かな心をもつ 

 豊かな心とは、例えば、困っている人

には優しく声を掛ける、ボランティア活

動など人の役に立つことを進んで行う、

喜びや感動を伴って植物や動物を育て

る、自分の成長を感じ生きていることを

素直に喜ぶ、美しいものを美しいと感じ

ることができる、他者との共生や異なる

ものへの寛容さをもつなどの感性及び

それらを大切にする心である。道徳教育

は、生徒一人一人が日常生活においてこ

のような心を育み、生きていく上で必要

な道徳的価値を理解し、様々な体験や思

索の機会を通して、自分自身に固有の選

択基準ないし判断基準を形成していく

ことができるようにしなければならな

い。 

 

(3) 伝統と文化を尊重し、それらを育ん

できた我が国と郷土を愛し、個性豊か

な文化の創造を図る 

個性豊かな文化の継承・発展・創造の

ためには、古いものを改めていくことも

大切であり、先人の残した有形・無形の

文化的遺産の中に優れたものを見いだ

し、それを生み出した精神に学び、それ

を継承し発展させることも必要である。

また、国際社会の中で主体性をもって生

きていくには、国際感覚をもち、国際的

視野に立ちながらも、自らの国や地域の

伝統や文化についての理解を深め、尊重

する態度を身に付けることが重要であ

る。 

  したがって、我が国や郷土の伝統と文

化に対する関心や理解を深め、それを尊

重し、継承、発展させる態度を育成する

とともに、それらを育んできた我が国と

郷土への親しみや愛着の情を深め、世界

と日本との関わりについて考え、日本人

としての自覚をもって、文化の継承・発

展・創造と社会の発展に貢献し得る能力

や態度が養われなければならない。 

 

(4) 平和で民主的な国家及び社会の形成

者として、公共の精神を尊び、社会及び

国家の発展に努める 

人間は個としての尊厳を有するとと

もに、平和で民主的な国家及び社会を形

成する一人としての社会的存在でもあ

る。私たちは、身近な集団のみならず、

社会や国家の一員としての様々な帰属

意識をもっている。一人一人がそれぞれ

の個をその集団の中で生かし、よりよい

集団や社会を形成していくためには、個

としての尊厳とともに社会全体の利益

を実現しようとする公共の精神が必要

である。 

また、平和で民主的な社会は、国民主

権、基本的人権、自由、平等などの民主

主義の理念の実現によって達成される。

これらが、法によって規定され、維持さ

れるだけならば、一人一人の日常生活の

中で真に主体的なものとして確立され

たことにはならない。それらは、一人一

人の自覚によって初めて達成される。日

常生活の中で社会連帯の自覚に基づき、

あらゆる時と場所において他者と協同

する場を実現していくことは、社会及び

国家の発展に努めることでもある。 

したがって、道徳教育においては、単

に法律的な規則やきまりそのものを取

り上げるだけでなく、それらの基盤と

なっている人間としての道徳的な生き
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方を問題にするという視点にも留意し

て取り扱う必要がある。 

 

(5) 他国を尊重し、国際社会の平和と発

展や環境の保全に貢献する 

民主的で文化的な国家を更に発展さ

せるとともに、世界の平和と人類の福祉

の向上に貢献することは、教育基本法の

前文において掲げられている理念であ

る。 

平和は、人間の心の内に確立すべき課

題でもあるが、日常生活の中で社会連帯

の自覚に基づき、他者と協同する場を実

現していく努力こそ、平和で民主的な国

家及び社会を実現する根本である。また、

環境問題が深刻となる中で、持続可能な

社会の実現に努めることが重要な課題

となっている。そのためにも、生命や自

然に対する感受性や、身近な環境から地

球規模の環境への豊かな想像力、それを

大切に守ろうとする態度が養われなけ

ればならない。 

このような努力や心構えを、広く国家

間ないし国際社会に及ぼしていくこと

が他国を尊重することにつながり、国際

社会に平和をもたらし環境の保全に貢

献することになる。 

 

(6) 未来を拓く主体性のある日本人を育

成する 

未来を拓く主体性のある人間とは、常

に前向きな姿勢で未来に夢や希望をも

ち、自主的に考え、自律的に判断し、決

断したことは積極的かつ誠実に実行し、

その結果について責任をもつことがで

きる人間である。道徳教育は、このよう

な視点に立ち、生徒が自らの人生や新し

い社会を切り拓く力を身に付けられる

ようにしていかなければならない。 

このことは、人間としての在り方の根

本に関わるものであるが、ここで特に日

本人と示しているのは、歴史的・文化的

に育まれてきた日本人としての自覚を

もって文化の継承、発展、創造を図り、

民主的な社会の発展に貢献するととも

に、国際的視野に立って世界の平和と人

類の発展に寄与し、世界の人々から信頼

される人間の育成を目指しているから

である。 

 

４ 千葉県独自の取組 

千葉県教育委員会は、平成22年12月に独自

の取組として、道徳教育推進のための基本的

な方針を策定し、令和元年度には、第３期教

育振興基本計画の策定を踏まえて、道徳教育

推進のための基本的な方針を改訂した。 

千葉県道徳教育推進のための基本的な方

針において、千葉県における道徳教育の主題

を次のように定めた。 

千葉県では、子供たちが、人と人、人と社会、

人と自然などの豊かなふれあいの中で、自分と

自分を取り巻くものとの関わりやつながりを

深く意識し、自他の生命を尊重し、自らの人生

（「いのち」）をよりよく生きていけるように、

学習指導要領等を踏まえて重点的な指導を行

うこととする。 

このため、「『いのち』のつながりと輝き～

大切なあなた、大切なみんな、大切な自然と地

球、そして大切なわたし～」を千葉県における

道徳教育の主題として掲げ、県民一体となった

取組を推進する。 

県立高等学校における具体的な取組の概

要として次に列挙する。 

 

（1） 学校は、道徳教育推進教師等を中心 
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に、全教職員が道徳教育の重要性につ 

いての理解を深めるため、研修の充実 

を図る。 

 

（2） 高等学校等では、平成 25年度から原

則として第１学年（1年次）に 35単位

時間程度導入している「『道徳』を学ぶ

時間」を引き続き、特別活動の時間を

中心に総合的な探究の時間等、各学校

の教育課程に適切に位置付けて実施

する。 

 

（3） 「『道徳』を学ぶ時間」を積極的に公

開し、より一層の充実を図る。 

 

（4） 高等学校においても、生徒の心の教

育のより一層の充実を目指して、近隣

の小・中学校の道徳の授業を参観した

り、研究指定校などの道徳教育先進校

の取組を参考にしたりするなどして、

教材や授業法などの開発に努める。 

 
≪参考・引用文献≫ 

・小学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳編」 

文部科学省平成 29年７月 

・中学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳編」 

文部科学省平成 29年７月 

・「道徳教育の手引き」千葉県教育委員会平成 30年 3月

改訂（令和 3年 2月一部改訂） 

・道徳教育推進のための基本的な方針 

（令和 2年 3月改訂） 

・高等学校学習指導要領解説総則編文部科学省 

平成 30年７月 
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